
　
令
和
６
年
８
月
か
ら
令
和
７
年
７
月
ま

で
の
１
年
間
に
利
用
し
た
医
療
費
な
ど
が

対
象
で
す
。
対
象
者
に
は
、
後
期
高
齢
者

医
療
広
域
連
合
か
ら
申
請
書
を
送
り
ま

す
。（
２
月
下
旬
頃
）

●
申
請
方
法
　
◇
窓
口
◇
郵
送

※
申
請
内
容
で
確
認
が
必
要
な
場
合
が
あ

り
ま
す
。
連
絡
先
に
は
、
日
中
に
連

絡
が
取
れ
る
電
話
番
号
を
記
入
し
て

く
だ
さ
い
。

●
支
給
方
法
　
口
座
振
込

※
申
請
し
て
か
ら
振
り
込
み
ま
で
、
半
年

程
度
か
か
り
ま
す
。

●
問
い
合
わ
せ
先

国
保
年
金
課
医
療
担
当

☎（
５
８
０
）１
８
４
７

後
期
高
齢
者
医
療
と
介
護
サ
ー
ビ
ス
の
負
担
額
が

高
額
と
な
っ
た
と
き

合
算
額
が
一
定
額
を
超
え
た
分
の
医
療
費
を
支
給
し
ま
す

後期高齢者医療保険
（75歳以上）
＋介護保険

負担
割合

３割

２割

１割

212万円

141万円

67万円

31万円

19万円※

56万円

所得区分
（課税所得）

◇現役並み所得　医療費の一部負担割合が３割の人
◇区分Ⅱ　世帯全員が住民税非課税で区分Ⅰに当てはまらない人
◇区分Ⅰ　世帯全員が住民税非課税で所得が一定基準以下の人
◇一般Ⅰ、一般Ⅱ　上記以外の人

※区分Ⅰの世帯で介護保険サービスの利用者が複数いる場合、医療保険からの支給は
表の自己負担限度額で計算し、介護保険からの支給は、世帯で31万円で計算されます。

高額医療・高額介護合算制度の利用者自己負担限度額
（令和６年８月～令和７年７月分）

現役並み所得Ⅲ
（690万円以上）

現役並み所得Ⅱ
（380万円以上）

現役並み所得Ⅰ
（145万円以上）

一般Ⅱ
（145万円未満）

一般Ⅰ
（145万円未満）
住民税非課税世帯

区分Ⅱ

住民税非課税世帯
区分Ⅰ

　「
帯
状
疱
疹
」
は
、
子
ど
も
の
頃
に
か

か
っ
た
水
ぼ
う
そ
う
（
水
痘
）
の
原
因
で

あ
る
「
水
痘
・
帯
状
疱
疹
ウ
イ
ル
ス
」
が

引
き
起
こ
す
病
気
で
す
。
過
労
や
ス
ト
レ

ス
な
ど
に
よ
る
免
疫
力
低
下
な
ど
が
原
因

で
発
症
し
、
50
歳
以
上
か
ら
発
症
率
が
高

く
な
る
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。

50
歳
（
接
種
日
年
齢
）
か
ら
64
歳
（
年

度
末
年
齢
）
ま
で
の
市
民
を
対
象
に
、
帯

状
疱
疹
予
防
接
種
（
任
意
接
種
）
の
費
用

の
一
部
を
助
成
し
ま
す
。

●
対
象
期
間
令
和
７
年
４
月
１
日
〜
令

和
８
年
３
月
31
日
㈫
に
接
種
し
た
も

の
（
令
和
７
年
度
分
）

●
申
請
期
限
　
３
月
31
日
㈫
（
必
着
）

※
遅
れ
る
場
合
は
、
必
ず
健
康
課
（
す
こ

や
か
交
流
プ
ラ
ザ
）
へ
事
前
に
連
絡
し

て
く
だ
さ
い
。

※
詳
し
く
は
、
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
確
認

し
て
く
だ
さ
い
。

●
申
請
と
問
い
合
わ
せ
先

健
康
課
感
染
症
対
策
担
当
（
す
こ
や

か
交
流
プ
ラ
ザ
内
）〔
〒
８
１
６‐０

９
３
２
　
瓦
田
４‐２‐１
　
す
こ
や

か
交
流
プ
ラ
ザ
内
〕

☎（
５
０
１
）２
２
２
２

申
請
を
忘
れ
て
い
ま
せ
ん
か
？

50
歳
〜
64
歳
の
帯
状
疱
疹
予
防
接
種
の

費
用
の
一
部
を
助
成
し
ま
す

市ホームページ

　
在
宅
で
生
活
し
て
い
る
医
療
的
ケ
ア

児
・
者
の
看
護
や
介
護
を
行
う
介
護
者
の

負
担
軽
減
を
図
る
た
め
、
訪
問
看
護
を
利

用
し
た
際
の
費
用
の
一
部
を
助
成
す
る

「
大
野
城
市
医
療
的
ケ
ア
児
・
者
日
常
生

活
支
援
事
業
」
を
実
施
し
て
い
ま
す
。

●
対
象
者
　
医
師
よ
り
訪
問
看
護
を
受
け

る
よ
う
指
示
さ
れ
て
い
る
医
療
的

ケ
ア
児
・
者
を
、
在
宅
で
介
護
し

て
い
る
人

※
医
療
的
ケ
ア
児
・
者
と
は
、
人
工
呼
吸

器
、
た
ん
吸
引
や
経
管
栄
養
な
ど
、

日
常
生
活
を
営
む
た
め
に
医
療
を
要

す
る
状
態
に
あ
る
人
の
こ
と

●
内
容

◇
自
宅
分
　
在
宅
の
医
療
的
ケ
ア
児
・

者
に
、
家
族
な
ど
に
代
わ
っ
て
看

護
を
行
う

◇
保
育
所
、
学
校
な
ど
　
保
育
所
や

学
校
な
ど
に
お
い
て
、
家
族
な
ど

に
代
わ
っ
て
看
護
を
行
う

●
助
成
額
訪
問
看
護
（
料
金
が
自
己
負

担
と
な
る
時
間
）
を
受
け
た
時
間
×

７
５
０
０
円

※
年
間
の
利
用
上
限
時
間
が
あ
り
ま
す
。

●
事
業
の
流
れ

①
利
用
申
請
　
訪
問
看
護
事
業
所
を

経
由
し
て
、
福
祉
サ
ー
ビ
ス
課
に

利
用
申
請
を
行
い
ま
す
。

②
利
用
決
定
　
福
祉
サ
ー
ビ
ス
課
で

審
査
し
た
う
え
、
年
間
利
用
時
間

を
決
定
し
ま
す
。

③
訪
問
看
護
の
利
用
　
訪
問
看
護
事

業
所
と
調
整
し
、
利
用
し
て
く
だ

さ
い
。

④
助
成
金
の
請
求
　
利
用
し
た
月
の

翌
月
に
、
利
用
月
分
の
請
求
を
福

祉
サ
ー
ビ
ス
課
に
行
い
ま
す
。

※
詳
し
い
内
容
や
必
要
書
類
な
ど
は
、ホ
ー

ム
ペ
ー
ジ
を
確
認
し
て
く
だ
さ
い
。

●
申
請
先
と
問
い
合
わ
せ
先

福
祉
サ
ー
ビ
ス
課
障
が
い
福
祉
担
当

☎（
５
８
０
）１
８
５
２

医
療
的
ケ
ア
児
・
者
日
常
生
活
支
援
事
業

市ホームページ

　
医
師
や
健
康
運
動
指
導
士
の
立
会
い
の

も
と
、
体
力
を
測
定
し
、
現
在
の
健
康
度

や
今
後
の
運
動
の
ア
ド
バ
イ
ス
を
行
い
ま

す
。

●
対
象
者
　
◇
市
民
◇
市
内
の
事
業
所

に
勤
務
す
る
人
（
い
ず
れ
も
40
歳
以

上
の
人
）

●
期
日

3
月
19
日
㈭

●
会
場
　
南
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
セ
ン
タ
ー

●
内
容
　
◇
安
静
時
心
電
図
◇
心
電
図
モ

ニ
タ
ー
監
視
の
も
と
エ
ル
ゴ
メ
ー

タ
ー
に
よ
る
全
身
持
久
力
測
定
◇
医

師
に
よ
る
診
察
・
体
成
分
測
定
◇
体

力
テ
ス
ト
（
ロ
コ
モ
度
テ
ス
ト
・
柔

軟
性
・
握
力
・
平
衡
性
測
定
）

●
定
員

15
人
（
先
着
順
）

●
所
要
時
間
　
約
１
時
間
半

●
料
金
　
１
８
０
０
円

●
必
要
な
も
の
　
◇
１
年
以
内
の
特
定

健
診
結
果
票
コ
ピ
ー
（
同
等
の
検
査

で
も
可
）◇
室
内
履
き
シ
ュ
ー
ズ
◇

飲
み
物
◇
運
動
が
で
き
る
服
装
◇
タ

オ
ル
　
な
ど

●
そ
の
他
　
実
施
日
の
１
週
間
後
に
結

果
説
明
会
を
行
い
ま
す
。

・自分の体力を詳しく知る良い機会だった。健康でいるために
これからも運動を続けようと思った。

・日常生活の中に普段から運動を取り入れようと思った。運動
後は気持ちも若返り爽快だった。

●申込方法 ◇電話◇健康増進室窓口（月・水～土曜日　
午前９時～午後６時　※祝日は休み）

●申し込みと問い合わせ先
すこやか交流プラザ内健康増進室　☎（501）2322

参加者の感想

あ
な
た
に
ピ
ッ
タ
リ
の
運
動
強
度
・

量
が
分
か
り
ま
す
（
健
康
度
測
定
）
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